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各  位 

 

会 社 名  大 末 建 設 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長  村尾  和則 

（コード番号 １８１４ 東証プライム） 

問合せ先  総 務 部 長  岩田  泰実 

（電 話 番 号  ０６－６１２１－７１２１） 

 

自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ 

 

当社は、2023 年 11月７日開催の取締役会において、会社法（平成 17年法律第 86 号。その後の改正を

含みます。以下「会社法」といいます。）第 165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第 156条

第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として自己株式の公開買

付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

なお、当社は、本日開催の取締役会において、第１回新株予約権の発行を決議しております。当該新株

予約権の発行に係る詳細につきましては、本日公表の「自己株式を活用した第三者割当てによる第１回新

株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

記 

１．買付け等の目的 

当社は、成長投資、株主還元、ガバナンス強化を柱とする企業価値向上策に基づき、成長投資により

本業の収益を拡大し、積極的な株主還元の実施により、企業価値向上を目指しております。なかでも、

株主の皆様への利益還元につきましては、株主の裾野拡大を視野に入れた持続的・安定的な株主還元を

念頭に、当該期の業績、将来の見通し等を総合的に勘案して決定すべきものと考えております。また、

配当方針として、更なる企業価値の向上に向けて積極的な成長投資と株主還元を行うという考えのもと、

2023年３月期より配当性向を 50％以上とすることを基本方針としております。かかる方針のもと、2023

年３月期の配当につきましては、１株当たり 64 円（うち、中間配当 30 円、期末配当 34 円）とし、配

当性向（連結）は 50.7％でありました。 

また、当社は、機動的な資本政策の遂行や資本効率の向上、及び株主還元を目的として、会社法第 165

条第２項の定めにより、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨

を定款で定めています。 

これまでに当社は、従業員向け譲渡制限付株式報酬の実施に伴い、割当対象者へ交付する自己株式を

確保するため、2022年４月 26 日開催の取締役会の決議に基づき、2022年５月 11日から 2022 年５月 27

日までの期間に、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）における市場買付け

の方法により当社普通株式 64,400 株（取得当時の所有割合（注１）：0.61％）を 98,792,100 円で取得

しております。 

（注１）「取得当時の所有割合」とは、2022年３月 31 日現在の当社の発行済株式総数 10,614,225 株か

ら同日現在の当社が所有する自己株式 132,019 株を控除した株式数 10,482,206 株に対する割
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合（小数点以下第三位を切り捨て。以下、所有割合の計算において同じです。）をいいます。 

当社普通株式は、本日現在において東京証券取引所プライム市場（以下、単に「プライム市場」とい

うことがあります。）に上場しております。当社は、2021年７月９日付で東京証券取引所より、新市場

区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定の結果、流通株式数（注２）及び流通株式比

率（注３）の各項目についてはプライム市場の上場維持基準を充たしている一方で、流通株式時価総額

（注４）及び売買代金（注５）については基準を充たしていない旨の通知を受け、プライム市場への上

場維持のためには、当社普通株式の流通株式時価総額及び売買代金を上昇させる必要がありました。上

場企業が選択申請する市場区分の上場維持基準に適合しない場合は、「上場維持基準の適合に向けた計

画書」を提出・開示することで、当分の間、経過措置が適用されることとなっており、当社は、2021 年

12月 15日に「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」を開示しました。なお、当該経過措

置は 2025 年２月 28 日をもって終了し、2025 年３月１日以後に到来する上場維持基準の判定に関する

基準日から本来の上場維持基準が適用されることとなりました。 

（注２）プライム市場の上場維持基準における流通株式数は、原則として、上場株式数から、上場株式

の 10％以上を所有する者が所有する株式、役員等所有株式、自己株式、国内の普通銀行・保険

会社・事業法人等が所有する株式及びその他東京証券取引所が固定的と認める株式（以下「固

定株式」といいます。）の合計数を控除して算出されます（当該株式を以下「流通株式」といい

ます。）。 

（注３）プライム市場の上場維持基準における流通株式比率は、流通株式数を上場株式数で除して算出

されます。 

（注４）プライム市場の上場維持基準における流通株式時価総額は、原則として、流通株式数に、事業

年度末日以前３ヶ月間の東京証券取引所の売買立会における日々の最終価格の平均価格を乗じ

て算出されます。なお、当社の移行基準日（2021 年６月 30 日）における流通株式時価総額は

64.8 億円であり、これは 2021 年３月 31 日現在の、当社の上場株式数である 10,614,225 株か

ら、3,990,059株（役員等所有株式である 52,906株、自己株式である 126,153 株、及び国内の

普通銀行・保険会社・事業法人等が所有する株式である 3,811,000 株の合計）を控除した流通

株式数（6,624,166 株）に、2021 年４月１日から 2021 年６月 30 日における東京証券取引所の

売買立会における当社の日々の最終価格の平均価格 978.4 円（小数点以下第二位を四捨五入）

を乗じて算出しておりますが、プライム市場の上場維持基準である 100 億円に適合しておりま

せん。 

（注５）毎年 12 月末日以前１年間における東京証券取引所の売買立会における売買代金を日次平均し

て得た額をいいます。なお、当社の移行基準日（2021年６月 30日）における１日平均売買代金

は 0.09 億円であり、プライム市場の上場維持基準である 0.2 億円に適合しておりませんが、

2022 年 12 月 31 日時点における１日平均売買代金は 0.78 億円であるため、本日現在において

はプライム市場の上場維持基準を充たしております。 

これに先立って、当社は、当社普通株式を新市場区分におけるプライム市場に上場維持することの是

非並びに流通株式時価総額及び売買代金の各基準達成に向けた具体的な施策として、株主価値の向上を

目的と位置づけ、連動した事業戦略と資本戦略、それを支えるガバナンス体制の構築について、2021 年

６月中旬から本格的に検討を開始いたしました。その後、2021年 11月 4日開催の取締役会の決議によ

り、当社普通株式をプライム市場に上場維持することは、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向

上の実現に向けて重要であることから、経過措置の適用を受けながらプライム市場上場維持基準への適

合を目指すことといたしました。 

そのような状況の中、当社は、2022年７月上旬、当社の株主（2022 年３月 31 日現在の株主順位：第

３位、2023 年９月 30 日現在の株主順位：第２位）である双日株式会社（以下「双日」といいます。2022

年３月 31日現在の所有株式数 618,987株（2022 年３月 31 日現在の所有割合（注６）：5.90％）、本日現

在の所有株式数 618,987株（所有割合（注７）：5.90％））より、取引先との中長期的な関係維持、取引

拡大、シナジー創出等を目的として保有する政策保有株式の見直しの一環として、その所有する当社普

通株式の全て（以下「双日売却意向株式」といいます。）を売却する意向がある旨の打診を受けました。 

（注６）「2022 年３月 31 日現在の所有割合」とは、2022 年３月 31 日現在の当社の発行済株式総数
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10,614,225株から同日現在の当社が所有する自己株式 132,019株を控除した株式数 10,482,206

株に対する割合をいいます。 

（注７）「所有割合」とは 2023年９月 30日現在の当社の発行済株式総数 10,614,225 株から同日現在の

当社が所有する自己株式 139,543 株を控除した株式数 10,474,682 株に対する割合をいいます。 

これを受けて当社は、2022年７月下旬に双日売却意向株式への対応の選択肢について、プライム市場

上場維持基準への適合を目指すことと合わせて検討を開始しました。当社普通株式の流通株式時価総額

や売買代金を端的に上昇させる方法としては、例えば、固定株式に分類される双日が保有する当社普通

株式を流通株式に分類されるための施策を実施することが考えられました。かかる施策としては、例え

ば、双日売却意向株式を対象とする当社普通株式の売出しや立会外分売、市場売却による売却等が挙げ

られました。もっとも、かかる方法のうち双日による株式売出しや立会外分売については、一時的にま

とまった数量の株式が市場に放出されることによる当社普通株式の流動性及び市場価格に与える影響

が高いことが懸念されました。また、市場売却についても、当社普通株式の流動性の状況に鑑みると、

双日売却意向株式の売却が完了するまでに一定の期間を要することとなり、当社の中長期的な株価形成

に対する影響が懸念され、プライム市場への上場維持に必要な流通株式時価総額及び売買代金の各規準

を充足するための適切な施策として選択するに至りませんでした。また、プライム市場上場維持基準へ

の適合を目指す上では、当社が新規に当社普通株式を発行し、上場株式数を増加させることにより流通

株式を増加させることも考えられましたが、その場合には、１株当たり当期純利益（EPS）の希薄化が

避けられないことが懸念されました。その他、双日売却意向株式への対応の選択肢については、当社が

双日売却意向株式を自己株式として取得することも検討しました。しかしながら、この方法では双日の

売却意向には対応できるものの、取得した双日売却意向株式は引続き固定株式として分類され、当社が

プライム市場上場維持基準への適合を目指す上での流通株式時価総額及び売買代金の上昇にはつなが

らないことが懸念されました。また、取得した自己株式が流通株式に分類されることとなるよう公募又

は第三者割当ての方法により当該自己株式を処分する場合、自己株式取得と公募又は第三者割当による

自己株式処分を近接して実施することとなるため、自己株式取得における取得価額以上の価額での自己

株式処分を行うことは実務上困難であり、既存株主に実質的な株式価値（経済的価値）の棄損を生じさ

せるリスクは避け難いことや、同時にまとまった数量の株式が市場に放出されることになり、当社普通

株式の需給悪化を一時的に引き起こすため、市場価格に対する直接的な影響も懸念されました。加えて、

第三者割当てについては、プライム市場上場維持基準の達成に向けた具体的な施策の検討を進めている

時点において、当社普通株式の割当先として適切な投資家を想定することができませんでした。これに

対し、取得した自己株式を目的とする新株予約権を当社が特定の割当先に対して発行する場合には、例

えば、割当先が市場価格に対する影響に配慮しつつ、新株予約権の行使及びかかる行使により取得され

る当社普通株式の売却を行っていくことができるよう、新株予約権の行使価額を当社普通株式の市場価

格に連動して修正される内容とした上で、行使価額の下限（以下「下限行使価額」といいます。）を設定

する等の柔軟な設計が可能であり、このような設計とした場合には、短期的には当社普通株式の需給及

び市場価格に与える影響に配慮しつつ、当社普通株式の流通株式時価総額及び売買代金の上昇を目指し

ていくことができる上、下限行使価額を自己株式取得における取得価格以上に設定することで株式価値

（経済的価値）の棄損も回避することができると考えました。加えて、中長期的には新株予約権による

調達資金を財務基盤の強化を図るための資金として活用し、今後の成長投資等のための資金需要に備え

ることを可能とする点も利点として考えました。 

そこで、当社といたしましては、2022年 12月下旬に、固定株式に分類される双日売却意向株式を当

社が自己株式として取得したうえで、かかる自己株式が流通株式に分類されることとなるよう、当該自

己株式を目的とする新株予約権の第三者割当てによる発行及び割当先による新株予約権の行使の結果

取得された当社普通株式の市場売却を通じて株式市場に流通させる方法を採用することが、双日の売却

意向への対応と当社普通株式の流動性及び市場価格に与える影響に配慮しつつ、中長期的には当社の流

通株式時価総額及び売買代金の上昇につながることが同時に達成できる方法として適切であると考え

ました。 

その上で、自己株式の取得方法としては、株主間の平等性、取引の透明性の観点から、他の株主の皆

様にも一定の検討期間を提供した上で市場価格の動向を見ながら応募する機会が確保されており、かつ、
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市場株価よりも安い価格を設定して当社普通株式を買付けることで資産の社外流出を可能な限り抑え、

当社普通株式を所有し続ける株主の皆様の利益を尊重することも可能である公開買付けの手法が適切

であると考えました。なお、本公開買付けにおける１株当たりの買付け等の価格（以下「本公開買付価

格」といいます。）の算定につきましては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていることを勘

案した上で、本公開買付価格の算定の基礎となる株価の基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株

式の市場価格を重視すべきであると考えました。そして、株主価値向上と同時に、資産の社外流出をで

きる限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウントを行った価格で買付けることが望ましいと判

断しました。当社は、本公開買付価格のディスカウント率について、過去の自己株式の公開買付けの事

例において決定された公開買付価格の市場株価に対するディスカウント率を参考にして検討を進め、当

社が当社普通株式をプライム市場に上場維持することの是非並びに流通株式時価総額及び売買代金の

各基準達成に向けた具体的な施策について本格的に検討を始めた時期が 2021 年６月中旬であったこと

から、当該時期を含む 2021 年初から 2022 年 12 月末日までの間に開始が公表された自己株式の公開買

付けの事例（以下「本事例」といいます。）を参考にすることとし、本事例 35件において、10％程度（９％

から 11％）のディスカウント率を採用している事例が 20 件と最多であり、同程度のディスカウント率

を採用することが適切であると判断しております。 

さらに、当社は、2022年 12月下旬に、本公開買付けに要する資金についても検討を行いました。2022

年 12 月 31日現在における当社グループの手元流動性（現金及び現金同等物）が 6,954 百万円であるこ

とから、その一部を本公開買付けの買付資金に充当した後も、継続的な事業の発展及び企業価値向上の

実現に必要な当社グループの手元流動性は確保することができ、かつ、本公開買付け後に事業から生み

出されるキャッシュ・フローも一定程度蓄積されると見込まれるため、当社グループの財務健全性及び

安定性は本公開買付け後も維持できるものと判断したため、本公開買付けに要する資金については、そ

の全額を自己資金により充当することといたしました。なお、2023 年９月 30 日現在における当社グル

ープの手元流動性（現金及び現金同等物）は 11,731 百万円であり、当社グループの財務健全性及び安

定性は本公開買付け後も維持できるものと考えております。 

上記の検討を踏まえて、当社は 2023 年１月中旬に、双日に対し、当社における流通株式時価総額の

向上策に関する検討状況を説明するとともに、当社普通株式の流通株式時価総額をプライム市場への上

場維持に必要な基準以上とするための施策の一環として本公開買付けの実施及び新株予約権（以下「本

新株予約権」といいます。）の発行を検討している旨を説明し、当社普通株式が金融商品取引所に上場

されていること、本公開買付価格の算定の基礎となる株価の基準の明確性及び客観性を確保すること等

を勘案し、当社が東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値に対して 10％のディスカ

ウントを行った価格で自己株式の公開買付けを実施した場合に、双日に双日売却意向株式を応募してほ

しい旨を打診いたしました。併せて、双日に対しては、本新株予約権の発行に際する本公開買付けの実

施の事実は相互に投資家にとって重要な情報であるため、本新株予約権の発行に係る公表と同日に本公

開買付けに係る公表を行い、当該公表に伴う市場価格への影響の織り込みのための一定期間を経過した

後に条件決定日を別途設け、本公開買付価格及び本新株予約権の払込金額を具体的に決定する方針であ

ることも説明いたしました。本公開買付価格の決定に際しては、上記のとおり本新株予約権の発行に係

る公表と同日に本公開買付けに係る公表を行い、当該公表に伴う市場価格への影響の織り込みのための

一定期間を経過した後に条件決定日を別途設け、正式に決定する方針であったことから、仮に、同日ま

でに当社普通株式の株価が下落した場合には、本公開買付けに係る公表の前日時点の終値を基準として

算出する公開買付価格が条件決定日時点の市場株価を上回る可能性がありました。そこで当社は、本公

開買付価格を当社普通株式の市場価格をディスカウントした、より低い公開買付価格とすることで、経

済合理性の観点から一般株主による本公開買付けに対する応募が可及的に減少することを期待し、また

これにより、当社が双日からより多くの当社普通株式を確実に取得することを目的として本公開買付け

を実施するべく、本公開買付けの公表日前日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終

値から 10％をディスカウントした金額を本公開買付価格とするが、別途設けた条件決定日の前日の東

京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値から 10％をディスカウントした金額が、これ

を下回る場合には、当該金額を本公開買付価格とすることを、双日に対して提案しました。 

そして、双日からは、2023年４月上旬に、上記内容で本公開買付けに対して応募する旨の回答が得ら
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れました。 

加えて、近時においてコーポレートガバナンスへの取組みが本格化する中、当社の事業法人及び金融

機関株主に対して、当社普通株式の売却への適切な対応策を検討することを目的として、継続的に当社

普通株式の保有方針及び当社普通株式の売却意向の確認を行う中で、2023 年５月上旬に、当社の株主

（2023 年３月 31 日現在の株主順位：第４位、2023 年９月 30 日現在の株主順位：第４位）である株式

会社三菱ＵＦＪ銀行（以下「三菱ＵＦＪ銀行」といいます。2023 年３月 31 日現在の所有株式数 387,661

株（2023 年３月 31 日現在の所有割合（注８）：3.70％）、本日現在の所有株式数 387,661 株（所有割合：

3.70％））が、政策保有株式の見直しの一環として、売却意向を有していることを確認したため、①本

公開買付け及び②本公開買付価格は公開買付けの公表日前日の東京証券取引所プライム市場における

当社普通株式の終値から 10％をディスカウントした金額を本公開買付価格とするが、別途設けた条件

決定日の前日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値から 10％をディスカウント

した金額が、これを下回る場合には、当該金額を本公開買付価格とすることについて打診しました。そ

の結果、2023年６月上旬に三菱ＵＦＪ銀行より、本公開買付けを実施した場合に、その所有する当社普

通株式の一部（377,661株（所有割合：3.60％）、双日売却意向株式と合わせて以下「本売却意向株式」

といいます。）を応募する旨の回答が得られました。なお、本公開買付けに応募する株式以外に所有す

る当社普通株式 10,000株（所有割合 0.09％）については、現時点では売却の予定はない旨の説明を受

けています。 

（注８）「2023 年３月 31 日現在の所有割合」とは、2023 年３月 31 日現在の当社の発行済株式総数

10,614,225株から同日現在の当社が所有する自己株式 137,131株を控除した株式数 10,477,094

株に対する割合をいいます。 

本公開買付けにおける買付予定数は、1,096,300株（所有割合：10.46％）に設定し、本公開買付けに

応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計が買付予定数を超えるときは、その超

える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25号。そ

の後の改正を含みます。以下「法」といいます。）第 27 条の 22 の２第２項において準用する法第 27 条

の 13 第５項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成６年大蔵省令第

95 号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。）第 21条に規定するあん分比例の方式に

より、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数を

超え、あん分比例の方式による買付けとなった結果、本売却意向株式の一部が買い付けられないことと

なった場合における当該株式に係る所有又は処分の方針について、当社は、2023 年４月下旬に双日よ

り、また、2023年６月上旬に三菱ＵＦＪ銀行より、買付けが行われなかった当社普通株式について、今

後売却する意向である旨の回答を得ております。 

本公開買付けにおける買付予定数については、本事例 35 件のうち、応募を合意している株式数に対

して 10％程度（９％から 11％）上乗せした買付予定数を設定している事例が 13 件と最多であり、双日

及び三菱ＵＦＪ銀行（以下総称して「本応募予定株主」といいます。）以外の株主の皆様にも応募の機

会を提供するという観点から、本売却意向株式の数（996,648 株）に対して 10.00％（小数点以下第三

位を四捨五入）を上乗せした 1,096,300 株（所有割合：10.46％）を買付予定数とすることといたしま

した。 

これらの検討を行ったうえで、当社は、2023 年 10 月上旬に、本公開買付けの実施時期についても、

市場環境及び業績の進捗状況等を踏まえ社内で検討を行い、2024 年３月期第２四半期決算短信公表以

降のタイミングにおいて本新株予約権の発行及び本公開買付けを実施する方針を確認しました。 

以上を踏まえ、また、本新株予約権の発行に際する本公開買付けの実施の事実は相互に投資家にとっ

て重要な情報であり、当社としては本新株予約権の発行に係る公表と同日の 2023 年 11月７日に本公開

買付けに係る公表を行うことが適切と考えていたことから、当社は、2023 年 11月７日開催の取締役会

において、会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第 156条第１項及び当社定款

の規定に基づき、自己株式の取得を行うこと及びその具体的な取得方法として本公開買付けを行うこと、

本公開買付価格は、東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の 2023 年 11 月６日の終値

（1,348円）から 10％をディスカウントした金額である 1,213 円（円未満切捨て）とするが、同月９日

の終値から 10％をディスカウントした金額がこれを下回る場合には後者の金額を本公開買付価格とす
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ることとし、正式には本新株予約権の条件決定日である同月 10 日に決定すること並びに本公開買付け

における買付予定数について、本売却意向株式の数を上回る 1,096,300 株（所有割合：10.46％）とす

ることを決議いたしました。 

なお、上記のとおり、当社は、2023年 11月７日、本公開買付けの実施と併せて、当社普通株式の流

通株式時価総額を上昇させる施策の一環として、また、①既存事業強化・生産性向上のための DX 関連

投資及び②周辺・新分野の事業拡大を目的として、当社普通株式 996,600株を目的とする本新株予約権

の発行を決議し、当該発行に係る有価証券届出書を 2023年 11月７日付で提出しております。上記、及

び 2023年 11月７日付で公表した「自己株式を活用した第三者割当てによる第１回新株予約権（行使価

額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関するお知らせ」のとおり、本新株予約権の行使に際しては、

本公開買付けにより取得した自己株式を、本新株予約権の行使に伴い交付される株式に充当する方針で

す。なお、本公開買付けにおける買付予定数である 1,096,300 株を取得した場合は、本新株予約権の目

的となる株数（996,600株）を上回ることとなりますが、当該上回ることとなる数の自己株式の処分等

の方針については、現時点で未定です。当社といたしましては、当社が本公開買付けを実施した後、割

当予定先による本新株予約権の行使により取得した当社普通株式の株式市場への売却を通じて、本公開

買付けによって取得した当社普通株式が一般株主に流通することにより、短期的には当社普通株式の需

給及び市場価格に与える影響に配慮しつつ、中長期的には当社の成長に資する戦略投資に活用すること

で企業価値の向上及び、株式流動性の改善をも目指していくことができるものと考えております。 

 

２．自己株式の取得に関する取締役会決議内容 

（１）決議内容 

株券等の種類 総 数 取得価額の総額 

普通株式 1,096,400株（上限） 1,329,933,200 円（上限） 

（注１）発行済株式総数 10,614,225 株（2023年 11月７日現在） 

（注２）発行済株式総数に対する割合 10.33％（小数点以下第三位を四捨五入） 

（注３）取得することができる期間 2023 年 11 月 13 日（月曜日）から 2024 年１月 31 日（水曜

日）まで 

 

（２）当該決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等 

該当事項はありません。 

 

３．買付け等の概要 

（１）日程等 

① 取 締 役 会 決 議 日  2023年 11月７日（火曜日） 

② 取 締 役 会 決 議 日  

（本公開買付価格最終決定日） 
2023年 11月 10 日（金曜日）（注） 

③ 公開買付開始公告日 

2023年 11月 13 日（月曜日） 

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。 

（ 電 子 公 告 ア ド レ ス  https://disclosure2.edinet-

fsa.go.jp/） 

④ 公開買付届出書提出日 2023年 11月 13 日（月曜日） 
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⑤ 買 付 け 等 の 期 間 
2023年 11月 13 日（月曜日）から 

2023年 12月 11 日（月曜日）まで（20営業日） 

（注）上記「１．買付け等の目的」に記載のとおり、本日開催の取締役会においては、本公開買付

価格を１株につき金 1,213円とするが、本公開買付価格を最終的に決定する取締役会決議の

日（2023 年 11 月 10 日）の前営業日である 2023 年 11 月９日の東京証券取引所プライム市

場における当社普通株式の終値に対して 10％をディスカウントした金額がこれを下回る場

合には、当該下回る金額とすることを決議しており、本公開買付価格については、正式には、

本新株予約権の条件決定日である 2023年 11月 10日の取締役会において決議する予定です。 

 

（２）買付け等の価格 

普通株式１株につき、金 1,213円とするが、本公開買付価格を最終的に決定する取締役会決議の日

（2023 年 11 月 10 日）の前営業日である 2023 年 11 月９日の東京証券取引所プライム市場における

当社普通株式の終値に対して 10％をディスカウントした金額がこれを下回る場合には、当該下回る

金額 

（注）本日開催の取締役会においては、上記のとおり決議しておりますが、正式には、本新株予約権

の条件決定日である 2023 年 11 月 10 日の取締役会において決議する予定です。正式な本公開

買付価格については、決定し次第、速やかに開示いたします。 

 

（３）買付け等の価格の算定根拠等 

①  算定の基礎 

当社は、プライム市場への上場維持に必要な流通株式時価総額の基準達成に向けた具体的な施

策に関する 2021 年６月中旬から 2022 年 12 月下旬に至るまでの検討において、自己株式の取得

方法としては、株主間の平等性、取引の透明性の観点から、他の株主の皆様にも一定の検討期間

を提供した上で市場価格の動向を見ながら応募する機会が確保されており、かつ、市場株価より

も安い価格を設定して当社普通株式を買付けることで資産の社外流出を可能な限り抑え、当社普

通株式を所有し続ける株主の皆様の利益を尊重することも可能である公開買付けの手法が適切で

あると考えました。なお、本公開買付価格の算定につきましては、当社普通株式が金融商品取引

所に上場されていることを勘案した上で、本公開買付価格の算定の基礎となる株価の基準の明確

性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を重視すべきであると考えました。そして、株

主価値向上と同時に、資産の社外流出をできる限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカウ

ントを行った価格で買付けることが望ましいと判断しました。当社は、本公開買付価格のディス

カウント率について、過去の自己株式の公開買付けの事例において決定された公開買付価格の市

場株価に対するディスカウント率を参考にして検討を進め、本事例を参考にすることとし、本事

例 35 件において、10％程度（９％から 11％）のディスカウント率を採用している事例が 20 件と

最多であり、同程度のディスカウント率を採用することが適切であると判断しております。 

そして、当社は、双日から、2023 年４月上旬、本公開買付価格については、本公開買付けの公

表日前日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値から 10％をディスカウン

トした金額を本公開買付価格とするが、別途設けた条件決定日の前日の東京証券取引所プライム

市場における当社普通株式の終値から 10％をディスカウントした金額が、これを下回る場合には、

当該金額を本公開買付価格とする内容であれば、本公開買付けに応募する旨の回答が得られまし

た。 

また、2023 年６月上旬に、三菱ＵＦＪ銀行からも上記と同様の条件で本公開買付けに応募する

旨の回答が得られました。 

当社は、以上の検討及び本応募予定株主との協議を経て、本公開買付価格については、東京証

券取引所プライム市場における当社普通株式の 2023 年 11 月６日の終値（1,348 円）から 10％を

ディスカウントした金額である 1,213円（円未満切捨て）（以下「本公開買付上限価格」といいま
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す。）とするが、同月９日の終値から 10％をディスカウントした金額がこれを下回る場合には後

者の金額を本公開買付価格とすることとし、正式には本新株予約権の条件決定日である同月 10日

に決定すること及び本公開買付けにおける買付予定数について、本売却意向株式の数を上回る

1,096,300 株（所有割合：10.46％）とすることを決議いたしました。 

本公開買付上限価格である 1,213 円は、本公開買付けの実施に係る取締役会開催日の前営業日

である 2023 年 11 月６日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値 1,348 円に

対して、10.01％（小数点以下第三位を四捨五入。以下、ディスカウント率の計算において同じで

す。）、同日までの過去１ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値 1,398 円（円未満四捨五入）

に対して 13.23％、同日までの過去３ヶ月間の当社普通株式の終値の単純平均値 1,448 円（円未

満四捨五入）に対して 16.23％をそれぞれディスカウントした金額となります。 

 

② 算定の経緯 

当社は、プライム市場への上場維持に必要な流通株式時価総額の基準達成に向けた具体的な施

策に関する 2021 年６月中旬から 2022 年 12 月下旬に至るまでの検討において、自己株式の取得

の方法としては、株主間の平等性、取引の透明性の観点から、他の株主の皆様にも一定の検討期

間を提供した上で市場価格の動向を見ながら応募する機会が確保されており、かつ、市場株価よ

りも安い価格を設定して当社普通株式を買付けることで資産の社外流出を可能な限り抑え、当社

普通株式を所有し続ける株主の皆様の利益を尊重することも可能である公開買付けの手法が適切

であると考えました。なお、本公開買付価格の算定につきましては、当社普通株式が金融商品取

引所に上場されていることを勘案した上で、本公開買付価格の算定の基礎となる株価の基準の明

確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を重視すべきであると考えました。そして、

株主価値向上と同時に、資産の社外流出をできる限り抑えるべく、市場価格より一定のディスカ

ウントを行った価格で買付けることが望ましいと判断しました。当社は、本公開買付価格のディ

スカウント率について、過去の自己株式の公開買付けの事例において決定された公開買付価格の

市場株価に対するディスカウント率を参考にして検討を進め、本事例を参考にすることとし、本

事例 35件において、10％程度（９％から 11％）のディスカウント率を採用している事例が 20件

と最多であり、同程度のディスカウント率を採用することが適切であると判断しております。 

当社は 2023 年１月中旬に、双日に対し、当社における流通株式時価総額の向上策に関する検討

状況を説明するとともに、当社普通株式の流通株式時価総額をプライム市場への上場維持に必要

な基準以上とするための施策の一環として本公開買付けの実施及び本新株予約権の発行を検討し

ている旨を説明し、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、本公開買付価格の算

定の基礎となる株価の基準の明確性及び客観性を確保すること等を勘案し、当社が東京証券取引

所プライム市場における当社普通株式の終値に対して 10％のディスカウントを行った価格で自

己株式の公開買付けを実施した場合に、双日に双日売却意向株式を応募してほしい旨を打診いた

しました。併せて、双日に対しては、本新株予約権の発行に際する本公開買付けの実施の事実は

相互に投資家にとって重要な情報であるため、本新株予約権の発行に係る公表と同日に本公開買

付けに係る公表を行い、当該公表に伴う市場価格への影響の織り込みのための一定期間を経過し

た後に条件決定日を別途設け、本公開買付価格及び本新株予約権の払込金額を具体的に決定する

方針であることも説明いたしました。本公開買付価格の決定に際しては、上記のとおり本新株予

約権の発行に係る公表と同日に本公開買付けに係る公表を行い、当該公表に伴う市場価格への影

響の織り込みのための一定期間を経過した後に条件決定日を別途設け、正式に決定する方針であ

ったことから、仮に、同日までに当社普通株式の株価が下落した場合には、本公開買付けに係る

公表の前日時点の終値を基準として算出する公開買付価格が条件決定日時点の市場株価を上回る

可能性がありました。そこで当社は、本公開買付価格を当社普通株式の市場価格をディスカウン

トした、より低い公開買付価格とすることで、経済合理性の観点から一般株主による本公開買付

けに対する応募が可及的に減少することを期待し、またこれにより、当社が双日からより多くの

当社普通株式を確実に取得することを目的として本公開買付けを実施するべく、本公開買付けの

公表日前日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値から 10％をディスカウ
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ントした金額を本公開買付価格とするが、別途設けた条件決定日の前日の東京証券取引所プライ

ム市場における当社普通株式の終値から 10％をディスカウントした金額が、これを下回る場合に

は、当該金額を本公開買付価格とすることを、双日に対して提案しました。 

そして、双日からは、2023年４月上旬に、双日売却意向株式について上記内容で本公開買付け

に対して応募する旨の回答が得られました。 

加えて、近時においてコーポレートガバナンスへの取組みが本格化する中、当社の事業法人及

び金融機関株主に対して、当社普通株式の売却への適切な対応策を検討することを目的として、

継続的に当社普通株式の保有方針及び当社普通株式の売却意向の確認を行う中で、2023年５月上

旬に、三菱ＵＦＪ銀行が、政策保有株式の見直しの一環として、売却意向を有していることを確

認したため、①本公開買付け及び②本公開買付価格は公開買付けの公表日前日の東京証券取引所

プライム市場における当社普通株式の終値から 10％をディスカウントした金額を本公開買付価

格とするが、別途設けた条件決定日の前日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式

の終値から 10％をディスカウントした金額が、これを下回る場合には、当該金額を本公開買付価

格とすることについて打診しました。その結果、2023年６月上旬に三菱ＵＦＪ銀行より、本公開

買付けを実施した場合に、その所有する当社普通株式の一部（377,661 株（所有割合：3.60％））

を応募する旨の回答が得られました。 

当社は、以上の検討及び本応募予定株主との協議を経て、本公開買付価格については、東京証

券取引所プライム市場における当社普通株式の 2023 年 11 月６日の終値（1,348 円）から 10％を

ディスカウントした金額である 1,213円（円未満切捨て）とするが、同月９日の終値から 10％を

ディスカウントした金額がこれを下回る場合には後者の金額を本公開買付価格とすることとし、

正式には本新株予約権の条件決定日である同月 10 日に決定すること及び本公開買付けにおける

買付予定数について、本売却意向株式の数を上回る 1,096,300 株（所有割合：10.46％）とするこ

とを決議いたしました。 

 

（４）買付予定の株券等の数 

株券等の種類 買付予定数 超過予定数 計 

普通株式 1,096,300 株 ―株 1,096,300 株 

（注１）応募株券等の数の合計が買付予定数（1,096,300 株）を超えないときは、応募株券等の全

部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数（1,096,300 株）を超える

ときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第 27 条の 22

の２第２項において準用する法第 27 条の 13 第５項及び府令第 21 条に規定するあん分比

例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います（各応募株券等

の数に１単元（100株）未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算され

る買付株数は各応募株券等の数を上限とします。）。 

（注２）単元未満株式についても本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主に

よる単元未満株式買取請求権が行使された場合は、当社は法令の手続に従い本公開買付け

における買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に自己の株式を買い取る

ことがあります。 

 

（５）買付け等に要する資金 

上記「１．買付け等の目的」に記載のとおり、本日開催の取締役会においては、本公開買付価格を

１株につき金 1,213 円とするが、本公開買付価格を最終的に決定する取締役会決議の日（2023 年 11

月 10 日）の前営業日である 2023 年 11 月９日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式

の終値に対して 10％をディスカウントした金額がこれを下回る場合には、当該下回る金額とするこ

とを決議しており、正式には、2023 年 11 月 10 日開催の取締役会において決議する予定です。買付

け等に要する資金については、本公開買付価格が決定され次第、速やかに開示いたします。 
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（６）決済の方法 

① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 

（公開買付代理人） 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社  東京都千代田区大手町一丁目９番２号 

 

② 決済の開始日 

2024年１月５日（金曜日） 

 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに係る株

券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされる方（以下「応募株主等」と

いいます。）（外国の居住者である株主（法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。）

の場合はその常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。 

買付け等は、現金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金より適用ある源泉徴収

税額（注）を差し引いた金額は、応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指示によ

り、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主の場合はその常任

代理人）の指定した場所へ送金します。 

 

（注）本公開買付けにより買い付けられた株式に対する課税関係について 

（※）税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家にご相談いただき、ご

自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。 

（イ）個人株主の場合 

（ⅰ）応募株主等が日本の居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合 

本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額のうちそ

の交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき（１株当たりの買

付価格が当社の１株当たりの資本金等の額を上回る場合）は、当該超過部分の金額

については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受

ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の

譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合（１株当たりの買付価

格が当社の１株当たりの資本金等の額以下の場合）には交付を受ける金銭の額のす

べてが譲渡収入となります。 

配当とみなされる金額については、20.315％（所得税及び「東日本大震災からの復

興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成 23

年法律第 117号。その後の改正を含みます。）に基づく復興特別所得税（以下「復興

特別所得税」といいます。）15.315％、住民税５％）の額が源泉徴収されます（国内

に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税５％は特別徴収されません。）。

ただし、租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含みます。以下

「租税特別措置法」といいます。）第９条の３に規定する大口株主等（以下「大口株

主等」といいます。）に該当する場合には、20.42％（所得税及び復興特別所得税のみ）

の額が源泉徴収されます。 

また、2023年 10月１日以後に支払いを受ける配当とみなされる金額で、その支払

いを受ける応募株主等と、その応募株主等を判定の基礎となる株主とした場合に法

人税法上の同族会社に該当する法人の保有割合とを合算し、その発行済株式等の総

数に占める割合が 100 分の３以上となるときは、かかる配当とみなされる金額は、

配当所得として総合課税の対象となります。 

譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申

告分離課税の適用対象となります。 
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なお、租税特別措置法第 37 条の 14（非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所

得等の非課税）に規定する非課税口座（以下「非課税口座」といいます。）の株式等

について本公開買付けに応募する場合、当該非課税口座が開設されている金融商品

取引業者等が三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社であるときは、本公開

買付けによる譲渡所得等については、原則として、非課税とされます。なお、当該非

課税口座が三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社以外の金融商品取引業者

等において開設されている場合には、上記の取扱いと異なる場合があります。 

（ⅱ）応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合 

配当とみなされる金額について、15.315％（所得税及び復興特別所得税のみ）の額

が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42％（所得税及び

復興特別所得税のみ）の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得に

ついては、原則として、日本国内においては課税されません。 

 

（ロ）法人株主の場合 

応募株主等が法人株主の場合に、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、

当社の資本金等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過

するとき（１株当たりの買付価格が当社の１株当たりの資本金等の額を上回る場合）

は、当該超過部分の金額について、配当とみなして、15.315％（所得税及び復興特別所

得税のみ）の額が源泉徴収されます。 

なお、2023年10月１日以後、その配当等の支払に係る基準日において、当社の発行済

株式等の総数の３分の１超を直接に保有する応募株主等（国内に本店又は主たる事務

所を有する法人（内国法人）に限ります。）が、当社から支払いを受ける配当とみなさ

れる金額については、所得税及び復興特別所得税が課されないものとされ、源泉徴収は

行われないこととなります。 

 

（ハ）外国人株主等（それぞれに適用がある租税条約において規定されている外国の居住者

等である株主（法人株主も含みます。）を指します。）のうち、適用ある租税条約に基

づき、かかる配当とみなされる金額に対する所得税及び復興特別所得税の軽減又は免

除を受けることを希望する株主は、2023年12月11日までに公開買付代理人に対して租

税条約に関する届出書を提出することを通知するとともに、決済の開始日の前営業日

（2024年１月４日）までに同届出書を公開買付代理人にご提出下さい。 

 

（７）その他 

①  本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるもので

はなく、また、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレック

ス、ファクシミリ、電子メール及びインターネット通信を含みますが、これらに限りません。）

を利用して行われるものでもなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもあ

りません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付け

に応募することはできません。 

 また、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類はいずれも、米国内におい

て若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるも

のではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反す

る本公開買付けへの応募はお受けしません。本公開買付けへの応募に際し、応募株主等（外国

人株主の場合はその常任代理人）は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うこ

とを求められることがあります。 

応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所

在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報（その写しを含みます。）も、直接間接

を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付し
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たりしていないこと。買付け等若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を

問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、フ

ァクシミリ、電子メール及びインターネット通信を含みますが、これらに限りません。）又は米

国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任

者として行動する者ではないこと（当該他の者が買付け等に関するすべての指示を米国外から

与えている場合を除きます。）。 

 

②  当社は、双日よりその所有する当社普通株式の全てである 618,987 株（所有割合：5.90％）

について、三菱ＵＦＪ銀行より当社普通株式の一部である 377,661株（所有割合：3.60％）に

ついて、本公開買付けに応募する旨の回答が得られました。なお、三菱ＵＦＪ銀行より、本公

開買付けに応募する株式以外に所有する当社普通株式 10,000 株（所有割合 0.09％）について

は、現時点では売却の予定はない旨の説明を受けています。 

また、あん分比例の方式による買付けとなった結果、本売却意向株式の一部が買い付けられ

ないこととなった場合における当該株式に係る所有又は処分の方針について、当社は、双日及

び三菱ＵＦＪ銀行より、買付けが行われなかった当社普通株式について今後売却する意向であ

る旨の回答を得ております。 

詳細につきましては、上記「１．買付け等の目的」をご参照ください。 

 

③  当社は、2023年 11 月７日開催の取締役会において、第三者割当てによる第１回新株予約権

の発行を決議しております。 

発行数 9,966 個（新株予約権１個につき 100株） 

発行価額の総額 5,680,620 円 

ただし、発行価額に 9,966を乗じた金額とします。 

発行価額 新株予約権１個につき 570円 

ただし、本新株予約権の条件決定日である 2023年 11月 10 日

において、上記発行価額の決定に際して用いられた方法と同

様の方法で算定された結果が上記の金額を上回る場合には、

同日における算定結果に基づき決定される金額とします。 

払込期日及び割当日 2023年 12月 12 日 

割当予定先 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 

本新株予約権の目的となる

株式の総数 

996,600株 

詳細につきましては、2023 年 11 月７日付で公表した「自己株式を活用した第三者割当てに

よる第１回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

 

④  当社は、2023 年 10 月 26 日付で、「業績予想の修正に関するお知らせ」及び「株式会社神島

組の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」を公表しております。詳細については、当該

公表の内容をご参照ください。 

 

（ご参考）2023年 9月 30日現在の自己株式の保有状況 

発行済株式総数（自己株式を除く） 10,474,682 株 

自己株式数 139,543株 

 

 

以  上 


